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• 当組合は、組合員や地域住民に「信頼」・「利用」・「満足」されるJAを目指します。
この理念のもと、「組合員・利用者本位の業務運営に関する取組方針」を公表する
とともに、組合員・利用者、皆さまのニーズに応じた商品・サービスを提供するための
具体的な取組状況を公表いたします。

（注）共済事業は、当組合と全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済連）が、
共同で事業運営しております。

札内農業協同組合

組合員・利用者本位の業務運営に関する取組状況

2025年11月1日
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Ⅰ.取組状況

貯金・ローン等をはじめとする組合員・利用者の暮らしに便利な商品・サービスをライフスタイルの変化
等に合わせて提供します。組合員・利用者の皆さまに提供する商品は、利用者の特性に応じた商
品・サービスを提供しております。なお、当組合は、金融商品の組成に携わっておりません。

１ 組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組みサービスの提供
（1）信用の事業

ＪＡ住宅ローン商品概要

一般型 借換応援型

年齢

年収

勤続

その他

　　・自己資金20％以上（担保余力の範囲内可） 　　・年収400万円未満は2,500万円以内

　・250万円未満 30%
　・550万円未満 35%
　・550万円以上 40%

　・400万円未満 25%
　・600万円未満 30%
　・800万円未満 35%
　・800万円以上 40%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・3年以上40年以内（1か月単位）
　　・現在借入の残存期間内であること。ただし、一定条件を満たす場合は最長5年以内で延長可能。
　　・農業者以外で35年を超える案件は年間返済可能額が本ローンの年間返済額以上

　　・保証料JAが全額負担

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

貸付時? 満20歳以上66歳未満、最終償還時? 満80歳未満(親子リレー返済可）

　　・信用状況に不安のない方（支払延滞や未払金がないこと等）
　　・団体信用生命共済への加入を認められた方
　　・地域内に居住する個人または地区内に勤務する組合員

　〇固定変動選択型? 15年固定1.05%
　　　固定期間終了後は変動金利となりますが、ご希望により3年、5年、10年の固定金利を設定できます。金利はその時の
　　　基準金利から●.●%マイナスした金利になります。
        下記①〜③のいずれか１項目のお取引をいただく方に適用させていただきます。
　　　　①給与振込者（農業者は販売代金振込者）　②公共料金自動支払（電気・電話・ガス・水道・ＮＨＫ）
　　　　　 ③IB(インターネットバンキング)およびJAバンクアプリの契約者

返済比率

借入期間

保証料
　　・実行時に一律保証料30,000円をいただきます。

　〇変動金利? ●.●●●%
　　　4月1日および10月1日の基準金利（長期プライムレート）によ り、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日よ
り適用利率を変更致します。

担保
　　融資対象物件および敷地一帯に第1順位の抵当権を設定させていただきます。
　　建物に対し火災共済（保険）付保

お借入利率

北海道農業信用基金協会

　　・勤続（または営業）年数が3年以上の方
　　 (公務員、高度な国家資格を有するものは1年以上)

保証機関

資金使途

借入金額

　　・10万円以上10,000万円以内（1万円単位）
　　・農業者以外で5,000万円を超える案件は、前年度税込年収の8倍以内で、土地と建物の同時取得であることが必要

　　・正組合員（農業者）? 150万円以上
　　・准組合員（農業者以外）? 200万円以上

　　・他金融機関から借入中の住宅資金の借換、借換とあわせた増改築・改装・補修
　　・上記に付随して発生する一切の費用

その他 　　詳しくはJA窓口までお気軽にお問い合わせください。

返済方法

団信
　　団体信用生命共済にご加入いただきます。
　　※一般団信、三大団信の掛金はＪＡが全額負担
　　※九大疾病保障付団信については年0.30%金利に上乗せとなります。

　　元利均等返済
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Ⅰ.取組状況

当組合は、永続的に組合員・利用者さまに安心と満足を提供できるように、強い使命感をもってより
よい保障・サービスを提供致します。なお、当組合は市場リスクを有する共済仕組み（例︓外貸建
て共済）は提供しておりません。

（２）共済仕組み・サービス
１ 組合員・利用者への最良・最適な商品、共済仕組み・サービスの提供
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２ 組合員利用者本位の提案と情報提供

● 組合員・利用者の皆様の金融知識・経験・財産、ニーズや目的に応じて、貯金・ローン・年金・
相続等の最良・最適な商品をご提案します。特にご高齢の組合員・利用者に対しては、ご家族
も含めてご理解いただけるように丁寧なご説明を行います。

● 農業資金のご融資の際には、組合員の皆さまの経営状況を総合的に判断した上で、適切な資
金コーディネートや条件検討を実施いたします。

● 商品・サービスのご提案にあたっては、希望する商品やサービスの利用目的を十分に確認したうえ
で、商品間の比較が容易となるよう、パンフレット等を活用しわかりやすい情報提供を実施します。

● 手数料・費用等が生じる金融商品をご提供する際は、事前に丁寧な説明を実施し、ご理解を
得た上でご提供いたします。

Ⅰ.取組状況

（１）信用の事業活動
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２ 組合員・利用者本位の提案と情報提供 【原則４、原則５本文および（注１〜５）、原則６本文および（注１・２・４・５）】

Ⅰ.取組状況

（２）共済の事業活動

① 共済仕組み・サービスのご提案
● 共済仕組み・サービスの提案にあたっては、保障設計書等を用いた意向把握・確認を通じて組

合員・利用者の皆さま一人ひとりのご意向を適切に把握しております。
● 組合員・利用者の皆さま一人ひとりのご意向に基づきライフプラン等を踏まえた最良・最適な共

済仕組み・サービスを提案しております。
● ニーズに合致したと思われる共済仕組み・サービスについては、重要事項説明（契約概要・注

意喚起）を実施し、特にご確認いただきたい事項や不利益情報を分かりやすくご説明しており
ます。

② 情報提供
● 組合員・利用者のご意見・ニーズに沿った最適な仕組みを選んでいただけるよう、仕組みの特性

等についてわかりやすい資料や丁寧な説明によって、適切かつ十分に情報提供を実施しておりま
す。

● 情報提供にあたっては、組合員・利用者のご意向・ニーズに沿った最適な仕組みを選んでいただ
けるよう、仕組みの特性について、資料などにより、分かりやすく説明しております。
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２ 組合員・利用者本位の提案と情報提供 【原則４、原則５本文および（注１〜５）、原則６本文および（注１・２・４・５）】

Ⅰ.取組状況

（２）共済の事業活動
③ 契約締結時の対応
● 意向確認書による意向把握・確認の実施を通じて、ご提案した共済仕組み・サービスが組合員

利用者の皆さま一人ひとりのご意見に沿ったものであるかどうか確認しております。
● 保障の加入にあたり、共済掛金の他に組合員・利用者の皆さまにご負担いただく手数料等はご

ざいません。

④ 高齢者対応
● ご高齢の組合員・利用者の方については、ご家族も含め十分ご納得、ご満足いただけるよう、

提案説明時、契約締結時にはご契約時にご家族にもご同席いただくなどにより、きめ細やかな対
応を行っております。

● なお、令和７年度から新たに「共済契約のお手続きに関するご案内」をお渡しし、ご契約者さま
だけでなく、ご親族の方にもご安心いただけるよう努めております。
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４ 組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築
【原則２本文および（注）、原則６（注）原則７本文および（注）】

当組合は組合員・利用者の皆さまの信頼を獲得し、満足していただける金融商品・仕組み・サービス
提供できるよう、業務に必要な資格・研修について職員の継続的・定期的な研修を実施するとともに、
資格取得の支援等に取組みます。
また、組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材育成等にかかる態勢を構築します。
※令和６年度 事務インストラクター取得者１名 （共済担当者）

３ 利益相反の適切な管理 【原則３本文および（注）】

当組合は、組合員・利用者の皆さまの商品選択、保証提案にかかる情報提供にあたり、金融商品
の販売・推奨や共済仕組みの提案・契約において、組合員・利用者の皆さまの利益を不当に害する
ことがないように、「利益相反管理方針」等を定め、本方針等に基づき適切に管理いたします。

Ⅰ.取組状況


